
令和　　　年　　　月　　　日
佐賀市社会福祉協議会ボランティアセンター長　様
佐賀市社協ボランティアセンター加入申込書
ボランティアセンター設置規程第２条第３項の規定に基づき、下記のとおり加入の申し込みをします。

〔 新規 ・ 更新 ・ 変更 〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年度（毎年度更新）
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 15(ふりがな),団体名)
	
	(EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ふり),代表者))EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(がな),氏名)
	
	会員数
	人

	代　表　者
連　絡　先
	〒　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　（　　　）

	担当者
連絡先
	〒　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　（　　　）

	活動の分野
（複数回答可）
	１
	児童福祉
	２
	高齢者福祉
	３
	障がい者福祉
	４
	地域福祉


	
	５
	防災・災害対応
	６
	まちづくり
	７
	余興ボラティア
	８
	その他（　　　　）

	活動内容

	（活動内容・活動場所・活動日時などをご記入ください。）
※有償の活動があれば、ご記入ください。（有償活動：　あり・なし　）

	
	団体紹介のパンフレット等がありましたら添付してください。

	会員の募集
	□常時、募集している　　　□普段は、募集していない　　　□募集していない


＜個人情報の取り扱い＞　お預かりした個人情報はボランティアセンターの業務以外の目的には使用いたしません。
ご登録いただいた情報は「ボランティアを受けたい方」と「登録者（ボランティア）」を結びつける人材バンクとして活用させていただきます。
なお下記の「人材リスト」の記入は任意になります。

佐賀市ボランティアセンター人材リスト登録票(活動条件)（窓口受付時に確認する場合があります）
	活動対象者
	□どなたでも　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	活動可能日
	　□いつでも　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	活動可能時間帯
	□いつでも　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	時間・人数
（１回あたり）
	　◆時間（　　　～　　　程度）　　◆人数（　　　人・　人毎に　人）

	対応可能範囲
	□佐賀市全域     □その他（　　　　　　　　　                 　）

	ボランティアで指導・
披露できる特技や趣味
	□講師　□余興・施設慰問　□社協事業協力　□その他
【具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

	利用者準備物品
（機材・道具・材料等）
	□有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□無

	必要経費
	□無料　　　　　　□有料（謝金・交通費・材料代　　　　　　円程度）


＜受付職員チェック欄＞
□保険パンフ配布　□活動保険加入　□行事用保険加入　□ケガの際連絡先　□領収書保管　

　－　　注　意　事　項　　－
①お預かりした個人情報（氏名・住所・電話番号等）は、団体（個人）の同意なしに公開することは
ありません。
なお、団体情報は当センターで管理し、ボランティア活動保険の加入手続き、センターからの案内
等（活動の分野毎に助成金ＨＰ・募集・イベント情報など）に利用させていただきます。
②登録の際に記入していただいた連絡先に、連絡が取れなくなった場合、登録を抹消させていただく場合がございます。
佐賀市ボランティアセンターへ登録されている団体のみなさまへ
平素より積極的なボランティア活動ありがとうございます。
さて、毎年ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険にご加入いただいておりますが、近年、過去に同様の内容で加入手続きが行えていた活動であっても、保険会社より「加入要件に該当しない」と申込が差戻となる事例が発生しております。
つきましては、活動内容の詳細を聞き取りさせていただくとともに、各保険のチェックリストをご確認いただくようお願いします。
併せて、申込内容を保険会社に確認するため、市社協への早めのご相談・お申込をお願いいたします。
差戻(対象外)となる例：自治会活動の一環と捉えられる活動（ボランティア活動保険非該当）
　　　　　　　　　　　報酬が発生している活動（ボランティア活動保険非該当）
　　　　　　　　　　　グループの構成員のみで行う組織活動（行事用保険非該当）
ボランティアセンターでは、ボランティア活動の支援と、市民の皆さまへのボランティア情報の提供を目的にボランティア団体（個人を含む。）の登録を推進しています。


また、ボランティア保険への加入要件として、社会福祉協議会が運営するボランティアセンターへの登録が必要となります。





受付職員


印





※各保険のチェックリストもご記入ください








